
28年度　公文書開示状況（２月決定分）　中央卸売市場 様式
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1 H29.1.25 H29.2.1
28葛西市場花き棟卸売場ほか照明器具更新工事　工事設計
内訳書

6 1
中央卸売市
場事業部施
設課

2 H28.12.6 H29.2.2 環境影響評価書（平成23年7月）豊洲新市場建設事業 45 1
中央卸売市
場新市場整
備部管理課

3 H28.12.6 H29.2.2
豊洲新市場事業アセス手続きに係る調査委託（その４）委
託契約書及び承諾書

17 1 1
（７条４号）印影を公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に
支障を及ぼすおそれがあるため。

中央卸売市
場新市場整
備部管理課

4 H28.12.6 H29.2.2 環境影響評価書案（平成23年11月）豊洲新市場建設事業

対象公文書は、東京都情報公開条例第18条第2項に該当するため（実施機関は、都の図書
館等図書、資料、刊行物等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において管
理されている公文書であって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされている
ものについては、公文書の開示をしないものとする）。

中央卸売市
場新市場整
備部管理課

5 H29.1.25 H29.2.6 豊洲市場における地下水調査委託　契約書 13 1 1
（７条４号）印影を公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に
支障を及ぼすおそれがあるため。

中央卸売市
場新市場整
備部管理課

6 H29.1.25 H29.2.7 土壌汚染対策法施行規則第15条を適用した区画の位置図 1 1
中央卸売市
場新市場整
備部管理課

7 H29.2.2 H29.2.16
豊洲地区用地の土壌汚染対策費の費用負担に関する協定書
（平成23年3月31日締結）に至るまでの都と東京ガスの交
渉記録（平成10年9月21日から平成23年3月25日まで）

147 1 1 1 1

（７条２号）個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため。
（７条４号）印影を公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、公共の安全と秩
序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。
（７条６号）都の事業運営に関する情報であって、今後も同様の事業が継続して行われる
ことから、公にすることにより以後の事業遂行が停滞するなど業務の運営に支障を及ぼす
おそれがあるため。

中央卸売市
場新市場整
備部管理課

8 H29.2.2 H29.2.16
豊洲地区用地の土壌汚染対策費の費用負担に関する協定書
（平成23年3月31日締結）に至るまでの都と東京ガスの交
渉記録（平成10年9月21日から平成23年3月25日まで）

147 1 1 1 1

（７条２号）個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため。
（７条４号）印影を公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、公共の安全と秩
序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。
（７条６号）都の事業運営に関する情報であって、今後も同様の事業が継続して行われる
ことから、公にすることにより以後の事業遂行が停滞するなど業務の運営に支障を及ぼす
おそれがあるため。

中央卸売市
場新市場整
備部管理課

9 H29.2.3 H29.2.17
豊洲地区用地の土壌汚染対策の費用負担に関する協定書
豊洲地区用地の土壌汚染対策の費用負担に関する協定書に
ついての確認

7 1 1 1

（７条２号）特定の個人が識別されることにより、個人の権利利益が侵害されるおそれが
あるため。
（７条４号）印影を公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、公共の安全と秩
序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。

中央卸売市
場新市場整
備部管理課

10 H29.2.13 H29.2.21
28食肉市場大動物ＡＢラインサニタリ―電源設備工事（金
額入り内訳設計書一式）

4 1
中央卸売市
場食肉市場
管理課

決定区分 （根拠規定）条例７条
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11 H28.12.28 H29.2.21

豊洲新市場予定地内に残置される地下埋設物の取扱いに関
する協定書
豊洲新市場予定地内の排水管等の取扱に関する協定書
豊洲地区用地の土壌汚染対策の費用負担に関する協定書

11 1 1 1

（７条２号）特定の個人が識別されることにより、個人の権利利益が侵害されるおそれが
あるため。
（７条４号）印影を公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、公共の安全と秩
序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。

中央卸売市
場新市場整
備部管理課

12 H29.2.8 H29.2.21
小池知事着任から現在までの、知事決済の公文書情報公開
に関する公印の決済、押印の記録。（原文ママ）
（中央卸売市場　分）

1 当該公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しない。
中央卸売市
場管理部総
務課

13 H29.2.15 H29.2.22
28世田谷市場南棟排煙窓改修工事　工事設計内訳書　特記
仕様書

22 1
中央卸売市
場事業部施
設課

14 H29.2.8 H29.2.22 豊洲地区用地の土壌処理に関する確認書 3 1 1
（７条４号）印影を公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、公共の安全と秩
序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。

中央卸売市
場新市場整
備部管理課

15 H29.2.8 H29.2.22
豊洲地区用地の土壌汚染対策費の費用負担に関する協定書
（平成23年3月31日締結）に至るまでの都と東京ガスの交
渉記録（平成10年9月21日から平成23年3月25日まで）

147 1 1 1 1

（７条２号）個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため。
（７条４号）印影を公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、公共の安全と秩
序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。
（７条６号）都の事業運営に関する情報であって、今後も同様の事業が継続して行われる
ことから、公にすることにより以後の事業遂行が停滞するなど業務の運営に支障を及ぼす
おそれがあるため。

中央卸売市
場新市場整
備部管理課

16 H29.8.18 H29.2.23
豊洲市場整備に係る事業費見込み５８８４億円の内訳表
豊洲市場整備に係る平成２６年度決算までの決算案件（一
覧表などで件名、金額、契約相手等のわかるもの）

7 1
中央卸売市
場新市場整
備部管理課

17 H29.2.9 H29.2.23
豊洲地区用地の土壌汚染対策費の費用負担に関する協定書
（平成23年3月31日締結）に至るまでの都と東京ガスの交
渉記録（平成10年9月21日から平成23年3月25日まで）

147 1 1 1 1

（７条２号）個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため。
（７条４号）印影を公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、公共の安全と秩
序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。
（７条６号）都の事業運営に関する情報であって、今後も同様の事業が継続して行われる
ことから、公にすることにより以後の事業遂行が停滞するなど業務の運営に支障を及ぼす
おそれがあるため。

中央卸売市
場新市場整
備部管理課

18 H29.2.22 H29.2.24 28大田市場積算電力量計取替工事の工事設計書 5 1
中央卸売市
場大田市場
管理課

19 H29.2.12 H29.2.24
豊洲地区用地の土壌汚染対策費の費用負担に関する協定書
（平成23年3月31日締結）に至るまでの都と東京ガスの交
渉記録（平成10年9月21日から平成23年3月25日まで）

147 1 1 1 1

（７条２号）個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため。
（７条４号）印影を公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、公共の安全と秩
序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。
（７条６号）都の事業運営に関する情報であって、今後も同様の事業が継続して行われる
ことから、公にすることにより以後の事業遂行が停滞するなど業務の運営に支障を及ぼす
おそれがあるため。

中央卸売市
場新市場整
備部管理課

20 H29.2.22 H29.2.27

28食肉市場センタービルほか電力量計取替工事　金入設計
書内訳書一式
28食肉市場内臓関係業者建物ほか電力量計取替工事　金入
設計書内訳書一式

14 1
中央卸売市
場食肉市場
管理課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

21 H29.2.8 H29.2.27
豊洲地区用地の土壌汚染対策費の費用負担に関する協定書
（平成23年3月31日締結）に至るまでの都と東京ガスの交
渉記録（平成10年9月21日から平成23年3月25日まで）

147 1 1 1 1

（７条２号）個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため。
（７条４号）印影を公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、公共の安全と秩
序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。
（７条６号）都の事業運営に関する情報であって、今後も同様の事業が継続して行われる
ことから、公にすることにより以後の事業遂行が停滞するなど業務の運営に支障を及ぼす
おそれがあるため。

中央卸売市
場新市場整
備部管理課

表の見方 

＜決定区分＞ 

 ・開示、一部開示、非開示（開示しない）、不存在（文書が存在しない）、存否応答拒否（文書があるかないかを明らかにしない）のうち、該当する項目に「１」を記入しています。 
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